
福井市西木田2-8-1　TEL（0776）36-8111

【事業所・社員】 【医療機関】

新型コロナウイルス感染症対応フロー

〇濃厚接触者の特定は、保健所職員が行います。濃厚接触者以外の社員を自宅待機にするかどうかは、事業所が判断します。
〇事業所の消毒は、保健所の助言・指導により事業所にて実施します。

監修：福井県新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム
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